
鳥取市まちなか空き家の担い手育成支援事業補助金交付要綱

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市まちなか空き家の担い手育成支援事業補助金（以下「本補

助金」という。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「中心市街地」とは、中心市街地の活性化に関する法律（平

成１０年法律第９２号）第９条の規定に基づき認定され、現に計画期間内にある鳥取

市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地区域をいう。 

（交付目的） 

第３条 本補助金は、中心市街地の空き家の利活用に取り組むまちづくり団体等の育成

及び地域における空き家利活用の機運醸成を図ることを目的として交付する。 

（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付の対象者となる者は、中心市街地においてまちづくり活動を行

う団体、まちづくり協議会、鳥取市自治連合会に登録してある自治会及び町内会並び

に鳥取市に主たる拠点をおく特定非営利活動法人（以下「団体等」という。）とし、

法人格の有無は問わないものとする。 

（補助対象経費） 

第５条 本補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる

経費とする。 

⑴ 中心市街地の空き家利活用に向けた調査等に要する次に掲げる経費 

ア 専門家による調査・報告等に係る経費 

イ 先進地事例の調査・報告等に係る経費 

ウ その他調査等に必要な経費（委託料、報償費、旅費、使用料及び賃借料、役務

費、需用費等。ただし、団体等の運営に要する経費を除く。） 

⑵ 中心市街地の空き家利活用に向けた計画策定等に要する次に掲げる経費 

ア 検討会の開催等に係る経費 

イ 専門家への委託に係る経費 

ウ その他計画策定等に必要な経費（委託料、報償費、旅費、使用料及び賃借料、

役務費、需用費等。ただし、団体等の運営に要する経費を除く。） 

⑶ 中心市街地の空き家利活用に向けたワークショップ、勉強会等の開催又は参加

に要する次に掲げる経費 

ア 講師に係る謝金、旅費等 

イ 研修会への参加に要する負担金・旅費等 

ウ その他ワークショップ等の開催に必要な経費（委託料、報償費、旅費、使用料



及び賃借料、役務費、需用費等。ただし、団体等の運営に要する経費を除く。） 

⑷ 中心市街地の空き家利活用の促進を目的とした団体活動に要する次に掲げる経 

 費 

ア 相談窓口の設置等に係る経費 

イ 空き家の維持管理活動に係る経費 

ウ その他地域の空き家利活用の促進を目的とした団体活動に必要な経費（委託料、

報償費、旅費、使用料及び賃借料、役務費、需用費等。ただし、団体等の運営に

要する経費を除く。） 

（補助金の額） 

第６条 本補助金の額は、１事業者当たり６０万円を限度とする。 

２ 補助対象事業は本補助金の交付決定後に着手し、当該補助金の交付決定があった日

の属する年の年度末までに完了しなければならない。 

 （補助金の算定等） 

第７条 本補助金は、補助対象経費の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費

税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規

定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額を

いう。以下同じ。）を除く。）に１０分の１０を乗じて得た額（１，０００円未満の

端数は、これを切り捨てる。）と前条第１項に掲げる補助限度額のいずれか少ない額

とする。 

 （交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、補

助対象事業を実施する３０日前までに規則第４条の補助金等交付申請書に次に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書（様式第１号） 

⑵ 事業収支計画書（様式第２号） 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

２ 申請者は、交付申請に当たり仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にか

かわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に１０分の１０を乗じて得た額（以

下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 （交付の決定） 

第９条 市長は、前条第１項に規定する申請書その他の書類を受理したときは、速やか

にこれらの書類を審査して本補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 本補助金を交付することができないと認めたときの規則第７条第３項の通知は、

鳥取市まちなか空き家の担い手育成支援事業補助金交付却下通知書（様式第４号）に

よるものとする。 



３ 市長は、前条第２項の規定による申請を受けたときは、第７条の規定にかかわらず、

仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、

仕入控除税額が明らかになった後は、速やかに交付決定に係る本補助金の額（変更さ

れた場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税

額に対応する額を減額するものとする。 

４ 規則第１１条第１項ただし書の規定による概算払を請求する場合は、鳥取市まち

なか空き家の担い手育成支援事業補助金概算払申出書（様式第５号）により申し出る

ものとする。 

 （承認を要しない変更） 

第１０条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更と

する。 

⑴ 本補助金の増額 

⑵ 本補助金の２割を超える減額 

（実績報告等） 

第１１条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、規則第１２条の実績報告書に次

の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業報告書（様式第３号） 

⑵ 事業収支決算書（様式第２号） 

⑶ 補助対象経費の区分に応じて、事業成果が把握できる下記の資料 

 ア 調査報告書等 

 イ 策定した計画書等 

 ウ ワークショップ等の開催に係るホームページ、パンフレット又は報告書等 

 エ 団体活動の状況が分かる写真等 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 実績報告は、補助対象事業の完了後１月以内の日又は補助対象事業の完了の日の

属する年度内のいずれか早い日までに行わなければならない。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当た

り、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」とい

う。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定仕入控除税額」とい

う。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなけ

ればならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合におい

て、その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えると

きは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第６号により速やかに市長に

報告し、市長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を市に返還しなけれ

ばならない。 



 （雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか本補助金に関し必要な事項は、都市整備部長が

別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 


